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はすが丘自治会

敬老祝賀会のご案内
令和元年9月8日(日) 午前11時から

会場：口田東小学校体育館

～はすが丘団地・家の病院～

845-5858（082）
TEL

安佐北区口田3丁目33-14 （本社）

安佐北区口田南8丁目13-23（宿泊展示場）

ﾘﾌｫｰﾑ・建替。住まいにまつわる

さまざまなご相談をお待ちしています！

第一部 祝賀会

祝賀会では、はすが丘子ども会の皆

さんにお祝いパフォーマンスを披露し

てもらいます。また、地域包括支援セン

ターから健康体操の指導があります。

第一部は高齢者いきいきポイントの

対象となりますので、ポイント手帳をご

持参ください。

第二部 懇親会

アトラクションと会食・歓談

８月にご案内した際に参加申し込みをされた方は、忘れないようにご参加ください。

９月８日９時から体育館で会場の設営、12時45分頃から後片付けを行い

ます。ご協力いただける方は、事務局役員にご連絡ください。

夏 祭 り 盆 踊 り 大 会 の ご 報 告

8月3日(土) 18時からバザー開始、19時から21時までの踊りに多数ご参加いただきました。

7月31日炎天下で櫓を組み立てました

バザー会場の設営は当日午後行いました

初めての「射的」は大人気でした

昨年は１８７名の方にご参加いただきました。
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安佐北区口田南8丁目13-23（宿泊展示場）

赤十字募金へのご協力ありがとうございます
日本赤十字社の募金をお願いしたところ 977戸

から合計242,000円の募金をいただきました。７月

日に自治会から赤十字社に振り込みました。ご協

力ありがとうございました。
自治会総会と組長会において、赤十字募金等につい

て「強制的な寄付にあたるのではないか。」という意見

がありました。 強制寄付の禁止とは、地方財政法に規

定があり「国は地方公共団体又はその住民に対し、

……寄付金を割り当てて強制的に徴収するようなこと

をしてはならない。」と定められています。

自治会は寄付集めに協力していますが、するかどう

かは任意です。組長さんが回られたときに寄付されな

い方もおられますし、寄付額も一律ではありません。

したがって任意の寄付であり、自治会では赤十字募

金等の寄付集めに今後も協力したいと考えています。

夏祭り盆踊り大会のポスター

夏祭りの開催にあたり、いでしたクリニック井手下

久登様及びはすがおか認定こども園菅瀬芳生様から

寄付金をいただきました。ありがとうございました。

第2回ふれあいサロン・元気で過ごすための介護予防
7月16日(火) 54名が参加し、口田地域包括支援センター

正木保健師の指導の下に、介護予防の健康体操や脱水

症状の防止など、日ごろから気を付けるべきことを体験

運動をしながら学びました。

ボランティアバンク(お助け隊)の清掃活動

7月18日に口田2丁目で13名が清掃活動を実施しました。

途中から雨も降りましたが、30分余りで草取りし、庭に穴

を掘って草を埋め、心地よい汗を流しました。

自治会館の利用のお願い
自治会館は、自治会の会議以外にも、サークル活動

などで利用されています。定期利用のサークルが減少

し、現在使われてない時間が多く、特に土、日、月は

ほとんど空いています。自治会員の場合、1時間当た

りホール300円、和室200円で利用できます。

申し込みは米澤本店(3丁目2-21)で9時から17時まで

予約受付しています。

野鳥に餌をやらないでください
住宅地内で野鳥に餌をやると、多くの鳥が集まるよ

うになり、近隣の住宅に糞が散乱したり、鳴き声に

よる被害も発生します。私たち自身の住環境を守る

ため、野鳥への餌やりは止めましょう。

庭木を適切に管理しましょう
庭木が道路にはみ出さないよう、適切に管理しま

しょう。とりわけ歩道に大きくはみ出していると、

雨の日に車道を歩くことになり大変危険です。庭

木がはみ出していることが原因で事故が発生した

場合は、庭木の所有者の方が責任を問われること

もあります。

園児募集中
見学随時

受付しています！

６年舛本涼さんのポスター

夏祭りのポスターを

募集したところ、22

名の小学生の皆さ

んが描いてくれまし

た。


